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第１章 成長型の新たな経済ステージへの移行 
 

１．デフレ完全脱却の実現に向けて 

 

我が国経済は、現在、デフレから完全に脱却し、成長型の経済を実現させる千載一遇の

歴史的チャンスを迎えている。本年の春季労使交渉では、1991年以来33年ぶりの高水準の

賃上げが実現し、足元の企業の設備投資は史上最高の水準にある。こうした前向きな動き

を中小企業・地方経済等でも実現し、二度とデフレに戻らせることなく、「コストカット」

が続いてきた日本経済を成長型の新たなステージへと移行させていくことが、経済財政運

営における最重要課題となっている。 

岸田内閣は、これまで、「新しい資本主義」を掲げ、「成長と分配の好循環」及び「賃

金と物価の好循環」の実現に向け、日本銀行と連携し、適切なマクロ経済運営を行うとと

もに、官民連携による賃上げや社会課題の解決を成長につなげる投資の促進に向けた取組

などを進めてきた。こうした「新しい資本主義」の考え方は、新たな経済ステージへの移

行に当たっての基盤となるものである。これらにより、30年間上がらなかった賃金や物価

が動き出し、企業の成長期待や投資の見通しも高まっている。今は、日本経済への「期待」

を現実のものとしていくときである。 

現状、為替が円安基調で推移しており、また、物価上昇が賃金上昇を上回る中で、消費

は力強さを欠いている。海外経済の下振れによるリスク等も残っているが、今後は、景気

の緩やかな回復が続く中で、賃金上昇が物価上昇を上回っていくことが期待される。 

新たなステージへの移行のカギとなるのは、賃上げを起点とした所得と生産性の向上で

ある。まずは、春季労使交渉における力強い賃上げの流れを中小企業・地方経済等春季労

使交渉以外の分野でも実現し、物価上昇を上回る賃金上昇を達成し、定着させる。安定的

な物価上昇の下で、賃上げに支えられた消費の増加及び投資の拡大が、企業収益を押し上

げ、その成果が家計に還元され、次の消費の増加につながる。企業はその収益を原資とし

て成長分野に更に投資を行うことによって、企業の生産性と稼ぐ力が強化される。成長分

野への円滑な労働移動も可能となり、新たな成長を生み出す好循環が実現する。 

あわせて、社会課題の解決と持続的な経済成長の実現に向け、官民が連携して投資を行

う。グリーン、デジタル、科学技術・イノベーション、フロンティアの開拓、経済・エネ

ルギー安全保障等の分野において、長期的視点に立ち、戦略的な投資を速やかに実行して

いく。こうして人材や資本等の資源を成長分野に集中投入することによって、経済全体の

生産性を高め、日本経済を「成長型の新たな経済ステージ」へと移行させていく。 

本年の春季労使交渉では、労務費転嫁のための指針が周知されたこと等もあり、労使交

渉の結果、力強い賃上げの流れが生み出された。これに加え、本年６月から実施している

定額減税等によって、可処分所得を下支えし、物価上昇を上回る所得の増加を確実に実現

する。そして、この流れを来年以降も持続させるため、あらゆる政策を総動員して賃上げ

を後押しし、国民一人一人の生活実感を高めていく。このため、重層的な取引構造となっ

ている業種を含め、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁が行われるよう、官民双方で

取組を更に強化するとともに、企業の稼ぐ力を強化することによって、来年以降、物価上
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昇を上回る賃上げを定着させていく。 

賃上げについては、労務費の転嫁円滑化に加え、商慣行の思い切った見直しを含め、業

種・事業分野の実態に応じた価格転嫁対策に取り組むほか、医療・福祉分野等におけるき

め細かい賃上げ支援や最低賃金の引上げを実行する。あわせて、三位一体の労働市場改革

を進め、全世代を対象とするリ・スキリングの強化に取り組む。個々の企業の実態に応じ

たジョブ型人事（職務給）の導入を促進するとともに、雇用政策の方向性を、雇用維持か

ら成長分野への労働移動の円滑化へとシフトしていく。 

企業の稼ぐ力については、人手不足への対応として、業績改善にもつながるデジタル化

や省力化投資の取組を支援するとともに、生産性の持続的な向上に向けて、中堅・中小企

業の設備投資、販路開拓、海外展開等の取組を後押しする。ＧＸ、経済安全保障など、社

会課題の解決に向けた官民連携の投資、デジタル技術の社会実装、宇宙・海洋等のフロン

ティアの開拓、海外からの人材・資金の呼び込み等の取組によって、成長分野における国

内投資を持続的に拡大し、経済全体の生産性を向上させる。 

日本銀行は、本年３月19日、それまでのマイナス金利政策やイールドカーブ・コントロ

ール等を変更し、金融政策は新しい段階に入った。安定的な物価上昇率の下での民需主導

の持続的な経済成長の実現に向け、政府は、引き続き、日本銀行と密接に連携し、経済・

物価動向に応じた機動的なマクロ経済政策運営を行っていく。 

政府は、競争力と成長力強化のための構造改革に取り組むとともに、持続可能な財政構

造を確立するための取組を着実に推進する。日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じ

て適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、２％の物価

安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。 

こうした取組によって、長期にわたり染み付いた「デフレ心理」を払拭し、社会全体に、

賃金と物価が上がることは当たり前であるという意識を定着させ、デフレからの完全脱却、

そして、経済の新たなステージへの移行へとつなげていく。 

経済財政諮問会議においては、今後とも、賃金、所得や物価動向を含む経済・財政の状

況、金融政策を含むマクロ経済政策運営の状況、経済構造改革の取組状況等について、定

期的に検証していく。 

 
２．豊かさと幸せを実感できる持続可能な経済社会に向けて 

 

足元の人手不足の大きな要因でもある人口減少は、2030年代に加速することが見込まれ

ており、現状のまま生産性上昇率が高まらず、労働参加の拡大や出生率の向上も十分でな

いという前提に立てば、我が国の潜在成長率は長期にわたりゼロ近傍の低成長に陥りかね

ない。 

将来的に人口減少が見込まれる中で長期的に経済成長を遂げるためには、生産性向上、

労働参加拡大、出生率の向上を通じて潜在成長率を高め、成長と分配の好循環により持続

的に所得が向上する経済を実現する必要がある。これらを通じて、少子高齢化・人口減少

を克服し、国民が豊かさと幸せを実感できる持続可能な経済社会を実現していくことをミ

ッションとして掲げ、官民挙げて総力を結集し経済成長のダイナミズムを起こし、これま
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での延長線上にない、熱量あふれる日本経済の新たなステージへの移行を確かなものとし

ていかなければいけない。

経済・財政・社会保障の持続可能性の確保を図るには、人口減少が本格化する2030年代

以降も、実質１％を安定的に上回る成長を確保する必要がある。その上で、更にそれより

も高い成長の実現を目指す。このため、今動き始めているＤＸ、ＧＸを始めとする投資の

拡大、欧米並みの生産性上昇率1への引上げ、高齢者の労働参加率の上昇ペース継続や女性

の正規化促進など、我が国の成長力を高める取組が必要である。こうした経済においては、

２％の物価安定目標の持続的・安定的な実現の下で、2040年頃に名目1,000兆円程度の経済

が視野に入る。 

人口減少が本格化する2030年度までが、こうした経済構造への変革を起こすラストチャ

ンスである。このため、本基本方針第３章を「経済・財政新生計画」2として定め、これに

基づき、以下に述べる「新たなステージを目指すための５つのビジョン」からバックキャ

ストしながら、今後３年程度で必要な制度改革を含め集中的な取組を講じていく。 

 

（社会課題解決をエンジンとした生産性向上と成長機会の拡大） 
人口減少を機会と捉え、ＤＸ、新技術の徹底した社会実装、フロンティアの開拓等によ

りイノベーションを促進するとともに、成長分野への人材や資金の流入を加速させること

により、生産性を向上させて供給力を高めていく。また、脱炭素、経済安全保障、ヘルス

ケア等の生活の質向上、人口減少・高齢化といった社会課題解決を通して需要を開拓し、

次世代技術や新しいビジネスモデルを用いた付加価値の高い解決策を生み出すことで新た

な市場を創出・拡大し、民需主導の経済構造を構築していく。こうした需給両面での成長

を支えるため、官民挙げて積極果敢な国内投資を行い、企業部門を貯蓄超過から投資超過

へとシフトさせるとともに、新技術の社会実装を担うスタートアップを始め、ソーシャル

ビジネス、ＮＰＯ等の新しいプレイヤーの活躍を支えるエコシステムを形成する。 

 

（誰もが活躍できるWell-beingが高い社会の実現） 

需要の創出に加え、家計が可処分所得の継続的な増加を通じて成長の恩恵を実感できる

よう、構造的な賃上げを社会に広げ定着させるとともに、全世代型社会保障制度を構築し

ていく。意欲のある人が年齢・性別にかかわらず、「人への投資」などを通じて、自由で

柔軟に活躍できる社会を構築する。さらに、若者が安心して結婚・出産・子育てに取り組

めるよう若年世代の所得向上を図るとともに、健康意識の向上を図り、自らのキャリア設

計の下で希望に応じて働くことで生涯所得を拡大させ、潜在的な支出ニーズを顕在化させ

ていく。こうした「賃金と物価の好循環」や「成長と分配の好循環」の拡大・定着を通じ

て、希望あふれるWell-beingの高い社会の実現を目指す。 

 
1 令和６年４月２日の経済財政諮問会議資料として内閣府が公表した「経済・財政・社会保障に関する長期推計」（以下、
「長期推計」という。）の長期安定シナリオでは、ＴＦＰ（全要素生産性）上昇率が1.1％程度まで上昇することを想定。こ
れは米国ＣＢＯ（議会予算局）における見通し期間（2024～2034年）のＴＦＰ上昇率の平均と同程度。 
2 政府はこれまでも、「経済財政運営と改革の基本方針2015」（平成27年６月30日閣議決定）において2016～2020年度
（５年間）を対象期間とする「経済・財政再生計画」を、また、「経済財政運営と改革の基本方針2018」（平成30年６月15
日閣議決定。以下「骨太方針2018」という。）において2019～2025年度（７年間）を対象期間とする「新経済・財政再生計
画」を定め、経済・財政一体改革を推進してきた。 

yokoyamah
四角
ここにメモを書いてください。

yokoyamah
フリーテキスト
（以下の第1章-2省略）
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第２章 社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現      
～賃上げの定着と戦略的な投資による所得と生産性の向上～ 

 

１．豊かさを実感できる「所得増加」及び「賃上げ定着」 

 

（１）賃上げの促進 

 

豊かさを実感できる所得増加を実現し、来年以降に物価上昇を上回る賃上げを定着させ

る。このため、賃上げ支援を強力に推進するとともに、医療・福祉分野等における賃上げ

を着実に実施する。 

最低賃金は、2023年に全国加重平均1,004円となった。公労使三者で構成する最低賃金審

議会における毎年の議論の積み重ねを経て、2030年代半ばまでに全国加重平均を1,500円と

なることを目指すとした目標について、より早く達成ができるよう、労働生産性の引上げ

に向けて、自動化・省力化投資の支援、事業承継やＭ＆Ａの環境整備に取り組む。今後と

も、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げるなど、地域間格差の是正

を図る。 

我が国は、欧米主要国と比べて男女間賃金格差が大きいことを踏まえ、女性の所得向上

を通じてその活躍を支えるため、賃金差異の大きい業界における実態把握・分析・課題の

整理を踏まえ、業界ごとのアクションプランの策定を促す3。差異の見える化や差異分析ツ

ールの開発・活用促進を進める。白書において男女間賃金格差の分析を深めるとともに、

その解消に向けた環境整備を進める。 

非正規雇用労働者について、希望者の正社員転換の促進、都道府県労働局・労働基準監

督署による同一労働同一賃金の更なる徹底を進める。各種手当等の待遇差是正に関する調

査等を踏まえ、ガイドラインの見直しを検討する。いわゆる「年収の壁」を意識せず働く

ことができるよう、「年収の壁・支援強化パッケージ」4の活用を促進するほか、被用者保

険の適用拡大等の見直しに取り組む。 

医療・介護・障害福祉サービスについては、2024年度診療報酬改定で導入されたベース

アップ評価料等の仕組みを活用した賃上げを実現するため、賃上げの状況等について実態

を把握しつつ5、賃上げに向けた要請を継続するなど、持続的な賃上げに向けた取組を進め

る。 

建設業やトラック運送業の持続的・構造的賃上げに向け、改正建設業法6と改正物流法7に

基づき、ガイドライン等を早期に示し、業界外も含めた周知の徹底、価格転嫁の円滑化を

図るとともに、国及び地方自治体に加えて民間同士の取引についても、労務費の基準及び

標準的運賃の活用を徹底する。くわえて、建設業については、公共工事設計労務単価の適

 
3 「女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム中間取りまとめ」（令和６年６月５日）に基づく対応。 
4 令和５年９月27日全世代型社会保障構築本部決定。 
5 例えば、診療報酬については、2024年度改定による医療従事者の賃上げの状況、食費を含む物価の動向、経営状況等につ
いて、実態を把握することとしている。 
6 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和６年法律第49号）。 
7 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律（令和６年法律第23
号）。 
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切な設定、建設キャリアアップシステムの拡大、受発注者を実地調査する建設Ｇメンの体

制強化により、トラック運送業については、トラックＧメンの機能強化等により、処遇改

善や取引適正化の取組を進める。旅客自動車運送事業については、運賃制度改正8の周知や

賃金水準の実態把握を行うとともに、業務効率化・省力化の取組を促す。 

警備業での賃上げに向けて、同業種の自主行動計画の改定を求めること等により、労務

費の価格転嫁を進める。 

農林水産業や食品産業における就業者の所得向上に向けた環境整備を進める。原材料費、

労務費等を考慮した合理的な価格形成がなされるよう、官民協議の下、コスト指標を早期

に示すほか、新たな法制度について、2025年通常国会への提出を目指す。 

 

（２）三位一体の労働市場改革 

 

賃上げを持続的・構造的なものとするため、三位一体の労働市場改革を推進する。 

リ・スキリングによる能力向上支援については、全世代のリ・スキリングを推進する。 

教育訓練給付の給付率の引上げを含めた拡充、対象資格・講座の拡大に取り組む。具体

的には、給付率を最大70％から80％に引き上げるとともに、教育訓練休暇中の生活を支え

る新たな給付金を創設する。2024年３月に創設した団体等検定に係るスキルの習得講座の

対象への追加について、2024年中に検討を行うとともに、幅広い業種（建設、物流、観光

等）において、事業所管省庁や業界団体の協力を得て、団体等検定制度の活用を促進する。 

地域の産学官のプラットフォームを活用したリ・スキリングの対象に経営者を追加し、

2029年までに、約5,000人の経営者等の能力構築に取り組む。大学と業界が連携して、最先

端の知識や戦略的思考を身に付けるリ・スキリングプログラムを創設し、2025年度中に、

約3,000人が参加することを目指す。 

個々の企業の実態に応じたジョブ型人事（職務給）の導入については、既に導入してい

る多様な企業の事例を掲載した「ジョブ型人事指針」を今夏に公表し、各企業の実情に応

じた導入方法を検討できるようにする。 

成長分野への労働移動の円滑化については、求人・求職・キャリアアップに関する官民

情報の整備・集約を進めるとともに、2025年度に、リ・スキリングのプログラムや施策内

容を含む各種情報を可視化するプラットフォームの整備を開始する。 

労働市場改革を進めるため、国民会議の開催の検討等、国民運動を展開する。 

 

（多様な人材が安心して働き続けられる環境の整備） 

多様な人材が能力を発揮しつつ、安心して働くことができるよう、高齢者の活躍に取り

組む企業の事例集の展開、高齢者の労働災害防止のための環境整備を推進するとともに、

ストレスチェック制度を含むメンタルヘルス対策を強化する。 

テレワークを推進するほか、勤務間インターバル制度の導入促進、選択的週休３日制の

普及、家事負担を軽減するサービスの適切な利活用に向けた環境整備等に取り組む。 

 
8 「一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金の上限の認可に関する処理方針等通達の一部改正について」（令和６年３
月29日付け国自旅第418号）。 
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フリーランスの安全衛生対策のための制度の検討を行い、2024年度中に結論を得る。フ

リーランス・事業者間取引適正化等法9については、実態把握とともに、公正取引委員会、

中小企業庁、厚生労働省の執行体制の整備を行う。 

国家公務員については、デジタル環境の整備、業務の見直し、男女間給与差異の分析、

働く時間や場所の柔軟化等の働き方改革を推進するとともに、魅力の発信による志望者拡

大、多様な人材の活用、職員としての成長機会の付与、マネジメント能力向上など人材の

確保・育成、本基本方針を踏まえたメリハリある機構・定員管理に取り組む。 

 

（３）価格転嫁対策 

 

新たな商慣習として、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な

価格転嫁」を実現する。このため、独占禁止法10の執行強化、下請Ｇメン等を活用しつつ事

業所管省庁と連携した下請法11の執行強化、下請法改正の検討等を行う。「労務費の適切な

転嫁のための価格交渉に関する指針」12を周知徹底する。価格転嫁円滑化の取組について実

態調査を行い、転嫁率が低い等の課題がある業界については、自主行動計画の策定や改定、

改善策の検討を求める。指針別添の交渉用フォーマットについては、業種の特性に応じた

展開・活用を促す。パートナーシップ構築宣言の更なる拡大と実効性向上に取り組む。中

小企業等協同組合法13に基づく団体協約の更なる活用の推進に向け、活用実態の調査や組

合への制度周知に取り組む。サプライチェーン全体における手形等の支払サイト短縮・現

金払い化、利用の廃止に向けた工程の検討を進める。

中小企業が、取引・決算データを一括管理し、そのコスト構造を可視化することによっ

て、それを活用する形で価格転嫁を円滑に進め、収益を改善できるよう、2024年度中に、

内外におけるそうしたデータの管理・活用の取組に関する実態調査を行う。 

官公需14について、労務費等の価格転嫁徹底を目的とした期中の契約変更等に対応する

ため、必要な予算を確保する。最低制限価格制度等の適切な活用を促進する。 

 

２．豊かさを支える中堅・中小企業の活性化 
 

日本経済を熱量あふれる新たなステージに移行させるため、地域経済をけん引する中堅

企業と、雇用の７割を支える中小企業の稼ぐ力を強化する。 

 

（１）人手不足への対応 

 

自動化技術等の省力化投資に対する集中的支援を行う。 

幅広い業種に対し、簡易で即効性があるカタログ型の省力化投資支援を行う。事業者そ

 
9 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（令和５年法律第25号）。 
10 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）。 
11 下請代金支払遅延等防止法（昭和31年法律第120号）。 
12 令和５年11月29日に内閣官房・公正取引委員会から公表。 
13 昭和24年法律第181号。 
14 役務調達としてのビルメンテナンス及び警備を含む。 
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れぞれの業務に応じたオーダーメイドの省力化の取組を促進する。その中で、既存補助事

業の早期執行及び運用改善に取り組む。 

運輸業、宿泊業、飲食業を始めとする人手不足感が高い業種において、ＡＩ、ロボット

等の自動化技術の利用を拡大するため、業界団体による自主行動計画の策定を促す。それ

らの業種において導入が容易なロボットについて、ハード・ソフト両面の開発を促進する。 

自動化技術を用いることができる現場労働者の育成に向けたリ・スキリングを推進する。

人手不足の資格職等における「分業」（例えば、教師に対する校務・マネジメントの支援、

機械導入によるトラックドライバー業務の軽減等）を推進する。 

大企業に対し、中堅・中小企業と協働する新技術・商品開発（オープンイノベーション）

や、副業・兼業を通じた中堅・中小企業への人材派遣を奨励する。大企業のＤＸ人材等と

地域の中堅・中小企業や地方公共団体とのマッチング支援を行う。地方公共団体や地域の

経営支援機関等が連携して行う人材確保・育成・定着に向けた取組を支援する。 

 

（２）中堅・中小企業の稼ぐ力 

 

成長市場に進出しようとする者の事業再構築、新製品開発や新市場の開拓、イノベーシ

ョン創出、ＤＸ・ＧＸの取組を促進する。サイバーセキュリティ対策、インボイス制度へ

の対応を支援する。 

中小企業に対する支援機関や金融機関等による能動的な支援を促すため、2024年度中に、

企業情報やその支援ニーズを集約したマッチングプラットフォームの運用を開始する。

金融支援については、令和６年能登半島地震による被災地域については配慮した上で、

2024年７月以降は、支援の水準をコロナ禍以前の水準に戻す。なお、円安等による資材費

等の価格高騰の影響を受ける事業者に対する金融支援は継続する。その上で、「資本性劣

後ローン」15の利用促進、中小企業活性化協議会による再生計画策定支援等を通じた経営改

善・再生・再チャレンジの支援に重点を置く。政府系金融機関による資本性資金や中小企

業基盤整備機構が出資するファンドの利用を促進し、いわゆるエクイティも活用した成長

支援を行う。 

不動産担保や個人保証に依存しない資金調達を促進するため、動産、債権その他の財産

を目的とする譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法制化の準備を進める。 

事業承継及びＭ＆Ａの環境整備に取り組む。事業承継税制の特例措置について、役員就

任要件の見直し16を検討する。第三者への承継を促進する税制の在り方の検討を深める。Ｍ

＆Ａを円滑化するため、仲介事業者の手数料体系の開示を進める。Ｍ＆Ａ成立後の成長に

向け、実施企業によるＰＭＩ17や設備投資を促進する。地域金融機関に対し、ＰＭＩを含め、

Ｍ＆Ａの支援を強化することを促す。経営者保証が事業承継やＭ＆Ａの支障とならないよ

う、金融機関が中小企業に対し事業承継やＭ＆Ａに関するコンサルティングを行う際に、

経営者保証の解除に向けた方策を提案することを促す。事業再構築、Ｍ＆Ａ、廃業等につ

いて、地域の支援機関が連携する相談支援体制を構築し、その取組の普及広報を行う。中

 
15 日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫による「新型コロナ対策資本性劣後ローン」。 
16 現在、事業承継税制の特例措置を利用するためには、2024年12月末までに後継者が役員に就任している必要がある。 
17 Ｍ＆Ａ後に行われる、組織や業務の統合作業。 
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小企業の経営者教育や後継者育成の推進に取り組む。 

中堅・中小企業の自律的な成長と良質な雇用創出を促す。地域経済を牽引する中堅企業

や売上100億円以上への成長を目指す中小企業について、関係省庁が連携するビジョンの策

定及び地方公共団体や支援機関による支援体制の構築を行いつつ、それらの設備投資、Ｍ

＆Ａ・グループ化等を促進する。工業用水道や産業用地等のインフラの有効活用・整備・

強靱化に取り組む。 

小規模事業者の持続的発展に向けて、2024年度中を目途に、商工会・商工会議所の広域

連携の促進を含め、小規模企業振興基本計画18を見直す。 

地域の社会課題解決の担い手となるゼブラ企業の創出やインパクト投融資の拡大のため、

「地域課題解決事業推進に向けた基本指針」19を踏まえ、先行事例の実証支援等を行い、事

業モデルの整理、支援手法や社会的インパクトの評価手法の確立に取り組む。 

 

（３）輸出・海外展開 

 

中堅・中小企業が外需を取り込むための挑戦を後押しする。 

「新規輸出１万者支援プログラム」によって、新たに海外展開に取り組む者が増える中、

それらの者に対するきめ細かい支援を充実するため、専門家による伴走支援体制の増強、

現地ニーズの把握や海外事業戦略立案等を支援する海外の拠点追加・国内の体制強化、海

外市場に適合する商品開発の支援等を行う。輸出の実施段階にある者に対しては、専門家

による伴走支援に加えて、ジェトロが一括契約し、中小企業に販売の機会を提供する海外

ＥＣサイトの拡大、事業者の英語対応能力の向上支援、中小企業基盤整備機構と輸出商社

やプラットフォーム等との連携強化に取り組む。 

海外展開支援の担い手となる地域商社やデジタル技術を有する企業について、それらが

連携して行う、中堅・中小企業の販路開拓の取組を促進する。 

 

３．投資の拡大及び革新技術の社会実装による社会課題への対応 

 

（１）ＤＸ 

 

デジタル技術の社会実装を通じて新たな価値・サービスを生み出すとともに、ＤＸの中

で蓄積されるデータを活用しデータ駆動型社会を構築することにより、国民一人一人がそ

の恩恵を実感できる社会をつくる。そのために、地方公共団体や民間事業者と連携する。 

公的基礎情報のデータベース20の整備・利用促進、事業者向け共通認証システム21の普及・

拡大を図り、行政手続のワンストップ・ワンスオンリー化を可能とする。 

企業・業種横断のデータ基盤・システム連携のプラットフォーム構築（ウラノス・エコ

 
18 小規模企業振興基本法（平成26年法律第94号）に基づく。 
19 2024年３月に中小企業庁で策定・公表。 
20 ベース・レジストリ。住所・所在地、法人の名称など、制度横断的に多数の手続で参照されるデータからなるデータベー
スであって、整備を行うことで国民の利便性向上や行政運営の効率化等に資するもの。 
21 ＧビズＩＤ。一つのＩＤ・パスワードで、複数の行政サービスにログインが可能になるもの。 
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第４章 当面の経済財政運営と令和７年度予算編成に向けた考え方 
 

１．当面の経済財政運営について 

 

現状では、物価上昇が賃金上昇を上回る中で、消費は力強さを欠いているものの、今後

は、景気の緩やかな回復が続く中で、賃金上昇が物価上昇を上回っていくことが期待され

る。海外経済の下振れによるリスクや円安等に伴う輸入物価の上昇の影響には留意する必

要がある。 

経済財政運営に当たっては、まずは、春季労使交渉による賃上げの流れを中小企業・小

規模事業者、地方等でも実現し、医療・介護など、公的価格に基づく賃金の引上げ、最低

賃金の引上げを実行する。その上で、定額減税により、家計所得の伸びが物価上昇を上回

る状況を確実に作り出す。あわせて、来年以降に物価上昇を上回る賃金上昇が定着するこ

とを目指し、持続的・構造的な賃上げの実現に向けた三位一体の労働市場改革、生産性向

上に向けた国内投資の拡大等を通じて、潜在成長率の引上げに取り組む。 

このため、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」237及びそれを具体化する令和５年

度補正予算並びに令和６年度予算及び関連する施策を迅速かつ着実に執行する。 

日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、

賃金と物価の好循環を確認しつつ、２％の物価安定目標を持続的・安定的に実現すること

を期待する。 

 

２．令和７年度予算編成に向けた考え方  

 

①  前述の情勢認識を踏まえ、持続可能な成長の実現に向けた経済構造の強化を進め、日

本経済を新たなステージへと移行させていく。  
 

②  令和７年度予算において、本方針に基づき、第３章で定める中期的な経済財政の枠組

みに沿った予算編成を行う。ただし、重要な政策の選択肢をせばめることがあってはな

らない。 
 

③  持続的・構造的賃上げの実現、官民連携による投資の拡大、少子化対策・こども政策

の抜本的強化を含めた新たなステージへの移行に向けた取組の加速、防衛力の抜本的

強化を始めとした我が国を取り巻く環境変化への対応など、重要政策課題に必要な予

算措置を講ずること等により、メリハリの効いた予算編成とする。 
 

④  ＥＢＰＭやＰＤＣＡの取組を推進し、ワイズスペンディングを徹底する。単年度主義

の弊害是正、本方針における重点課題への対応など、中長期の視点に立った経済・財

政・社会保障の持続可能性の確保に向けた取組を進める。 
 

 
237 令和５年11月２日閣議決定。 












